
【「共育
トモイク

プロジェクト」ロゴマーク使用規約】 

（令和７年７月４日） 

 

１ 目的 

「共育
トモイク

プロジェクト」ロゴマーク使用規約（以下「本使用規約」）は、共育

企業宣言登録規約に同意して、「共育企業」として登録する企業・団体（以下

「登録者」といいます）が、プロジェクトへの参加を示すために、「共育プロ

ジェクト」ロゴマークを使用するに際して、遵守すべき事項を定めるものです。 

 

２ ロゴマークの使用承認等 

（１） 登録者は、共育プロジェクト公式サイト内の登録フォームにより「共

育企業宣言」を行い、ロゴマークをダウンロードすることで、無償で使

用することができます。 

（２） 登録者は、ロゴマークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保若し

くは転貸し、又は代理利用を許諾することはできません。 

（３） 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに事務局まで電子メールによ

り報告してください。 

（４） 登録者が「共育企業宣言」の登録資格を喪失した場合、当該登録者は

ロゴマークを使用することができません。 

（５） 共育プロジェクトは予告なく終了する場合があります。共育プロジェ

クトが終了後のロゴマークの使用は、共育プロジェクトの趣旨に反しな

い範囲で、各企業・団体等の責任において行ってください。 

 

３ 使用方法 

（１） 登録者は、事務局等が別に定める「ロゴマーク使用マニュアル」に従

いロゴマークを使用することができます。ただし、次のような使用をす

ることはできません。 

①募金活動と結びつけて使用すること 

②収益を伴うか否かにかかわらず、商品・記念品等の物品・サービス及び当

該物品・サービスの告知・販売・広報活動等に使用すること 

③提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして使用するこ

と 

④法令や公序良俗に反するような方法で使用すること 

⑤特定の商品名やブランド名として使用すること 

⑥その他「共育プロジェクト」の趣旨に明らかに反するような方法で使用す

ること 

（２） 登録者は、使用方法が本使用規約に適合しているか等の判断等につい

て事務局に事前の相談を行うことが出来ます。 

（３） 登録者が本使用規約に違反した使用や不適切な使用を行ったと事務

局が判断した場合、事務局は登録者にロゴマークの使用の中止や使用し

た物品の回収等を求めることがあります。 

（４） 登録者は、事務局が３（３）の措置を講じた場合、直ちにその措置に

従わなければなりません。 

（５） ３（３）の措置を講じられた登録者は、その後、ロゴマークの一切の



使用を認められないことがあります。 

 

４ 免責 

ロゴマークの使用に関わるクレームや損害等については、事務局は一切の責

任を負いません。 

 

５ 規約の改定 

本使用規約は、事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場

合がありますので、ご承知ください。 

 

附 則 

本使用規約は、令和７年７月４日から施行します。 

 

 


